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無線設備規則（要約） 
（人体頭部における比吸収率の許容値）  
第十四条の二 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステム（ＢＷＡ）の陸
上移動局、イリジウム、スラヤ及びインマルサットＧＳＰＳの携帯移動地球局の無線設備は、当
該無線設備から発射される電波の人体頭部における比吸収率を２W/kg以下とするものでなければ
ならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。 

 一 平均電力が20mW以下の無線設備  
 二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用 
   することが不合理であるものとして総務大 
   臣が別に告示（平成19年総務省告示第653号） 
   する無線設備  
２ 前項の人体頭部における比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示（平成13年総務
省告示第628号）する。  

 
 
平成19年総務省告示第653号 
（ＳＡＲ規制を適用することが不合理であるもの） 
 携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステム（ＢＷＡ）の陸上移動局の
うち、携帯して使用するために開設するもの以外の無線設備 

測定単位が10gであ
り、許容値以下であ
ることが明らか 

携帯しないものは側頭部付近で
使用しないことが明らか 
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